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宗務審議会規程 
〈１９９１年６月２９日達令公示第１２号〉 

改正 ２０１５年６月２６日達令公示９  

 

（趣旨） 

第１条 この達令は、諮問機関設置に関する条例

（１９９１年条例公示第６号）第３条に基づく

宗務審議会（以下「審議会」という。）につい

て必要な事項を定める。 

（組織） 

第２条 審議会は、委員会の委員をもってこれを

組織する。 

（委員会） 

第３条 審議会に、特定の事項を調査審議するた

め委員会を置き、委員２０人以内で組織する。 

２ 前項の委員の数については、特に必要と認め

たとき、この限りでない。 

（委員） 

第４条 委員は、宗務に経験のある者及び学識経

験を有する者の中から、総務部長の上申により、

宗務総長が命じ又は委嘱する。 

（会長） 

第５条 委員会に会長を置き、委員の互選によっ

て定める。 

２ 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。 

３ 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指

名した委員がその職務を代理する。 

（招集） 

第６条 委員会は、議題を示して、宗務総長が招

集する。 

（小委員会） 

第７条 委員会に小委員会を置くことができる。 

２ 小委員会は、委員会から付託された事項を審

議する。 

３ 小委員会に属すべき委員は、会長が指名する。 

４ 小委員会に、互選により主査１人を置く。主

査は、小委員会の議事を整理する。 

（議事及び議決） 

第８条 委員会の議事は、委員半数以上の出席に

よって開き、出席委員の過半数で決する。可否

同数のときは、会長の決するところによる。 

２ 委員会の議決は会長から宗務総長に、小委員

会の議決は主査から会長に、それぞれ少数意見

を付して、文書をもって報告しなければならな

い。ただし、小委員会の議決は、更に委員会の

審議に付するものとする。 

３ 会長は、小委員会の議決を文書をもって委員

に送付し、意見書の提出を求めて審議に替える

ことができる。ただし、この場合、その結果を

委員に通知しなければならない。 

（意見書の提出） 

第９条 委員は、会議に出席できないときは、議

題に関して意見書を提出することができる。 

（参考人の会議への出席） 

第１０条 会長が必要と認めるときは、会議に参

考人の出席を求めて、説明及び意見を聞くこと

ができる。 

（中間報告） 

第１１条 宗務総長は、何時でも中間報告を求め

ることができる。 

（任期） 

第１２条 委員会が、宗務総長に答申書を提出し

たときをもって、その委員の任期は終了したも

のとする。 

（庶務） 

第１３条 審議会の事務は、総務部が行う。 

２ 委員会の事務は、宗務職制（１９９１年条例

公示第５号）第１１条の定による部門がこれに

当たる。 

附 則 

１ この達令は、１９９１年７月１日から施行する。 

２ １９９１年６月３０日現在、設置されていた

委員会及び小委員会は、この達令による委員会

及び小委員会とみなす。 

３ １９９１年６月３０日現在、委員会の委員及

び会長並びに小委員会の委員及び主査であった

者は、この達令による委員会の委員及び会長並

びに小委員会の委員及び主査とみなす。 

４ １９９１年６月３０日現在、提出されていた

中間報告は、この達令による中間報告とみなす。 

附 則（２０１５年６月２６日達令公示第９号）抄 

 この達令は、２０１５年７月１日から施行する。 
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財産管理審議会規程 
〈１９９１年６月２９日達令公示第１３号〉 

改正 ①１９９７年６月１３日達令公示５  

②２００２年６月２８日達令公示６  

③２０２３年６月３０日達令公示７  

 

（設置及び目的） 

第１条 諮問機関設置に関する条例（１９９１年

条例公示第６号）第５条により、本派の重要な

財産の保全、管理、取得及び処分並びに借入れ

に関する事項について調査審議するため財産管

理審議会（以下「審議会」という。）を設ける。 

（諮問の手続き） 

第２条 財務長は、前条に定める事項に関して諮

問しようとする場合、その事項が宗門法規の定

めにより、宗議会及び参議会又は参与会及び常

務会の議決を要するものについては、その議決

のための手続きの前に審議会に諮問するものと

する。ただし、会計条例施行条規（１９８８年

達令公示第２号）第７３条に定める委員会に置

いて議決を得た事項については、この限りでな

い。 

（組織） 

第３条 審議会は、次の各号に掲げる者の中か

ら、財務部長の上申により、宗務総長が委嘱し

た委員１５人以内で組織する。 

（１）宗議会議員 

（２）参議会議員 

（３）学識経験者 

２ 前項第１号及び第２号の委員の任期は、それ

ぞれ当該役職の在職中とする。ただし、当該役

職の任期が終わっても後任者が就任するまで在

任する。 

３ 第１項第３号による委員の任期は２年とし、

再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の

互選によって定める。 

２ 会長は、会務を統理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を助け、会長に事故あるとき

は、その職務を代理する。 

（招集） 

第５条 審議会は、宗務総長の承認を得て財務長

が招集する。 

（議事及び議決） 

第６条 審議会は、委員の半数以上が出席しなけ

れば議事を開くことができない。 

２ 審議会の議事は、出席者の過半数で決する。 

（意見書の提出） 

第７条 委員は、会議に出席できないときは、議

題に関して意見書を提出することができる。 

（常任委員会） 

第８条 審議会から委任された事項及び緊急を要

する事項を処理するため、審議会に常任委員会

を置く。 

２ 常任委員会は、会長、副会長及び委員の中か

ら互選された者５人以内で組織する。 

３ 常任委員会で処理した事項は、審議会に報告

しなければならない。 

（宗務役員の会議への出席） 

第９条 財務長が必要と認めた宗務役員は、何時

でも会議に出席して発言することができる。 

（参考人の会議への出席） 

第１０条 財務長は、必要と認めたときは、何時

でも参考人の出席を求めて意見を聞くことがで

きる。 

（答申及び中間報告） 

第１１条 会長は、審議会の議決を少数意見を付

して、文書をもって答申しなければならない。 

２ 財務長は、何時でも審議の中間報告を求める

ことができる。 

（事務） 

第１２条 審議会に関する事務は、財務部が行

う。 

附 則 

 この達令は、１９９１年７月１日から施行する。 

附 則（１９９７年６月１３日達令公示第５号）抄 

 この達令は、１９９７年７月１日から施行する。 

附 則（２００２年６月２８日達令公示第６号）  

１ この達令は、２００２年７月１日から施行する。 

２ この達令施行の際、従前の規定により就任し

ていた委員の任期は、すべて満了したものとみ

なす。 

附 則（２０２３年６月３０日達令公示第７号）  

１ この達令は、２０２３年７月１日から施行する。 

２ この達令施行の際、現に委員に委嘱されてい

る者であって、現に宗議会議員である者は、こ

の達令第３条第１項第１号に定める委員と、現

に参議会議員である者は、同第２号に定める委

員と、それ以外の者は、同第３号に定める委員

として委嘱されたものとそれぞれみなし、その

任期は、従前就任の日から起算するものとす

る。 

 

  

（
第
五
編
）
財
産
管
理
審
議
会
規
程 

（
第
五
編
）
財
産
管
理
審
議
会
規
程 




